
2024年 9月25日 発行 (毎月1回25日 発行 )

企業の経理・税務・庶務・労務担当者の税務指針 2024 No.892

◆ 2025年朝 から順次施行
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△
Ａ

ポ
イ
ン
ト
制
度
の
現
状

こ
と
し
７
月
３
日
に
、
新
し
い
紙
幣

が
発
行
さ
れ
ま
し
た
。
し
か
し
、
こ
の

新
紙
幣
を
使
う
機
会
は
少
な
く
な
る
の

で
は
な

い
で
し
ょ
う
か
。
と

い
う

の

も
、
最
近
は
キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が

進
み
、
現
金
に
触
れ
る
機
会
が
め

っ
き

り
減

っ
て
し
ま

っ
た
か
ら
で
す
。

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
が
こ
こ
ま
で

浸
透
し
た
の
に
は
、
利
便
性
の
他
に
、

「
ポ
イ
ン
ト
」
の
付
与
に
よ
る
顧
客
囲

い
込
み
や
販
売
促
進
と

い
っ
た
メ
リ

ッ
ト
も
挙
げ
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

会
社
と
し
て
ポ
イ
ン
ト
制
度
に
加

盟

・
導
入
を
し
た
り
、
備
品
購
入
時

に
ポ
イ
ン
ト
を
使
う
な
ど
、
ポ
イ
ン

ト
制
度
を
活
用
す
る
会
社
は
増
加

の

一
途
を
た
ど

っ
て
い
ま
す
。
そ
の
際
、

会
計

・
税
務

の
処
理
に
悩
む
人
も
多

い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。

本
稿
で
は
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
制
度
に

ま
つ
わ
る
会
計
と
税
務
の
処
理
の
し
か

た
に
つ
い
て
解
説
し
ま
す
。

‐‐‐‐‐

新
会
計
基
準
の
公
表
　
　
　
　
脚

２
０
１
８
年
３
月
３０
日
に
、
収
益
認

識
に
関
す
る
包
括
的
な
会
計
基
準
と
な

る
企
業
会
計
基
準
第
２９
号

「収
益
認
識

に
関
す
る
会
計
基
準
」
（以
下

「収
益

認
識
基
準
」
と
し
ま
す
）
お
よ
び

「収

益
認
識
に
関
す
る
会
計
基
準
の
適
用
指

針
」
が
公
表
さ
れ
ま
し
た
。
そ
れ
に
伴

い
税
制
に
つ
い
て
も
、
平
成
３０
年
度
税

制
改
正
で
法
人
税
法
２２
条
の
２
の
新
設

等
の
改
正
注
γ
な
わ
れ
ま
し
た
。

こ
れ
ら
の
新
設

・
改
正
に
よ
り
、
大

企
業
に
お
け
る
ポ
イ
ン
ト
制
度

の
会

計

。
税
務
処
理
の
方
法
が
明
確
化
さ
れ

た
の
で
す
。

こ
の
収
益
認
識
基
準
は
、
２
０
２
１

年
４
月
１
日
以
後
に
開
始
す
る
事
業
年

度
か
ら
、
大
企
業
で
は
強
制
適
用
さ
れ

て
い
ま
す
。　
一
方
、
中
小
企
業
に
お
い

て
は
適
用
は
任
意
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

そ
れ
な
ら
中
小
企
業
で
は
無
視
し
て

よ
い
基
準
な
の
か
と
い
う
と
、
そ
う
い

う
わ
け
で
も
あ
り
ま
せ
ん
。

取
引
の
流
れ
を
し

っ
か
り
と
理
解
し

て
い
な
い
と
、
思
わ
ぬ
と
こ
ろ
で
損
を

し
て
し
ま
う
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、

十
分
に
確
認
を
し
て
お
き
ま
し
ょ
う
。

共
通
ポ
イ
ン
ト
と

自
社
発
行
ポ
イ
ン
ト

ま
ず
ポ
イ
ン
ト
は
、
発
行
形
態

で

「
共
通
ポ
イ
ン
ト
」
と

「自
社
発
行
ポ

イ
ン
ト
」
に
分
け
ら
れ
ま
す
。

共
通
ポ
イ
ン
ト
は
、
他
社
発
行
ポ
イ

ン
ト
や
提
携
ポ
イ
ン
ト
と
も
呼
ば
れ
、

複
数
の
加
盟
店
で
共
通
し
て
利
用
で
き

る
ポ
イ
ン
ト
の
こ
と
を
指
し
ま
す
。

た
と
え
ば
、
あ
る
運
営
会
社
が
提
供

す
る
ポ
イ
ン
ト
カ
ー
ド
や
ア
プ
リ
を
使

っ
て
、
提
携
し
て
い
る
さ
ま
ざ
ま
な
加

盟
店
で
ポ
イ
ン
ト
を
た
め
た
り
、
使

っ

た
り
す
る
こ
と
が
で
き
る
仕
組
み
の
も

の
で
す
。

具
体
的
な
例
と
し
て
は
、
楽
天
ポ
イ

ン
ト
、
Ｖ
ポ
イ
ン
ト
、
ｄ
ポ
イ
ン
ト
な

ど
が
有
名
で
す
。

そ
れ
に
対
し
て
、
自
社
発
行
ポ
イ
ン

ト
と
は
、
独
自
ポ
イ

ン
ト
と
も
呼
ば

れ
、
特
定
の
企
業
や
店
舗
が
独
自
に
発

行
す
る
ポ
イ
ン
ト
制
度
の
こ
と
で
す
。

大
手
家
電
量
販
店
や
ド
ラ
ッ
グ
ス
ト

ア
、
あ
る
い
は
、
無
印
良
品
や
ス
タ
ー

バ
ツ
ク
ス
な
ど
で
導
入
さ
れ
て
お
り
、

こ
の
ポ
イ
ン
ト
は
そ
の
企
業
や
店
舗
の

商
品
に
限
定
し
て
利
用
す
る
こ
と
が
で

き
、
基
本
的
に
他
の
企
業
や
店
舗
で
は

使
え
ま
せ
ん
。

収
益
認
識
基
準
は
、
主
に
自
社
発
行

「ポイント制度」にまつわる

●

、ヽ ,

処理計

税務処理の

基本 [前編]麟
販売促進や顧害囲い込みのため広く導入されて

いるポイント制度。その会計処理については、

2021年度から上場企業に適用された「収益認

識に関する包括的な会計基準」で

初めて明確化されました。中小

企業にとつても他人事ではない、

ポイント制度の会計処理・税務

処理について解説しま現
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ポ
イ
ン
ト
に
大
き
な
影
響
を
与
え
ま
す

が
、
前
編
と
な
る
今
回
は
、
実
務
で
頻

出
す
る
共
通
ポ
イ
ン
ト
に
つ
い
て
解
説

し
て
い
き
ま
す
。

共
通
ポ
イ
ン
ト
制
度
の

会
計
・税
務
処
理

共
通
ポ
イ
ン
ト
制
度
を
理
解
し
や
す

く
ま
と
め
た
の
が
図
表
１
で
す
。

図
の
中
心
に

［ポ
イ
ン
ト
運
営
会
社

Ｂ
］
が
あ
り
ま
す
。
自
社
発
行
ポ
イ
ン

ト
の
場
合
と
異
な
り
、
ポ
イ
ン
ト
の
管

理
は
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
運
営
会
社
が
行

な

っ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
［ポ
イ
ン
ト
会
口昌

が
③
で
受

け
取

っ
た
ポ
イ
ン
ト
を
、
⑥
に
お
い
て

付
与
時
と
同
じ

［加
盟
店
Ａ
］
で
使
用

ポ
イ
ン
ト
使
用
時

し
て
い
ま
す
が
、
ポ
イ
ン
ト
会
員

は
、
こ
の
共
通
ポ
イ
ン
ト
を
別
の

提
携
店
で
も
使
え
ま
す
。

以
下
図
表
１
の
例
を
使
っ
て
、
税

抜
経
理
方
式
に
よ
る
共
通
ポ
イ
ン

ト
の
処
理
を
解
説
し
ま
す
。
処
理

方
法
に

つ
い
て
は
諸
説
あ
る
の

で
、
本
稿
で
は
国
税
庁
の
処
理
例

を
も
と
に
し
ま
す
。

剛

会
計
処
理

加
盟
店
Ａ
の
商
品
販
売

（ポ
イ
ン
ト
付
与
）
時

加
盟
店
Ａ
が
商
品
を
販
売
し
、
ポ
イ

ン
ト
を
付
与
し
た
と
き
の
会
計
処
理
を

解
説
し
ま
す
。

収
益
認
識
基
準
に
よ
れ
ば
、
商
品
販

売
時
の
会
計
処
理
は
、
仕
訳
例
１
の
と

お
り
と
な
り
ま
す
。

ポ
イ
ン
ト
相
当
額
の
１
１
０
円
は
、

後
で
ポ
イ
ン
ト
運
営
会
社
に
支
払
う
こ

と
に
な
る
の
で
い
わ
ば
代
理
で
受
領
し

た
に
す
ぎ
ず
、
売
上
の
構
成
要
素
と
は

な
り
ま
せ
ん
。
よ
っ
て
、
売
上
か
ら
除

外
さ
れ
る
こ
と
と
な
り
ま
す
。

し
か
し
消
費
税
に
つ
い
て
は
、
国
税

庁
公
表
の
処
理
例
で
は
、
こ
の
段
階
で

課
税
売
上
の
対
価
と
し
て
１
万
円
を
認

識
す
べ
き
と
い
う
見
解
が
示
さ
れ
て
い

ま
す
。
消
費
税
は
収
益
認
識
基
準
の
影

響
を
受
け
ま
せ
ん
の
で
、
そ
う
と
ら
れ

る
わ
け
で
す
。

経
理
の
実
務
と
し
て
は
、
会
計
の
仕

訳
を
集
計
し
て
、
自
動
的
に
消
費
税
が

計
算
さ
れ
て
い
き
ま
す
。
仕
訳
例
１
の

処
理
の
ま
ま
で
は
、
消
費
税
の
課
税
標

準
額
が
ポ
イ
ン
ト
相
当
額
の
未
払
金
１

１
０
円
分
ず
れ
て
し
ま
い
ま
す
。

よ

っ
て
、
仕
訳
例
２
の
よ
う
な
仕
訳

が
お
す
す
め
で
す
。

Ｂ
社
へ
の
支
払
い
時
、
ポ
イ
ン
ト
使
用
時
、

Ｂ
社
か
ら
の
受
領
時

こ
れ
ら
の
ケ
ー
ス
で
は
、
基
本
的
に

国
税
庁
の
仕
訳
例
の
と
お
り
で
問
題
な

い
と
思
わ
れ
ま
す

（次
で
仕
訳
例
３
）
。

た
だ
、
仕
訳
例
３
②

Ｂ
に
関
し
て

図表1 共通ポイント制度を利用する事業者 (力]盟店A)と

ポイント会員の取引の概要

【前提となる共通ポイント制度の概要】

◎雷能擢ヌ尋雹佐ご語辞9奇雨ごぢ勇腑 最曾♂撃f百塾懸返苦整詮蟹歓ぅ。
◎糸ヴj誅特塁撤 盤辮 9臨懸羅亀類寵栞魂:は

◎ 設例の取引における消費税率は10%と する。

ポイ

ポイ

ポイント使用 (110P〉

出典 国税庁ホームベージ タツクスアンサー (よ くある税の質問)資料より作成

ポ
イ
ン
ト
付
与
時

仕訳例1

仕訳例2

売手 (力R盟店A)

▼肩「l十日

FFTrt‐出

借 方 貸 方

現金   11,000円 売上

未払金※

仮受消費税

9,890円

110円

1,OOO円

情 方 貸 方

現金    11,000円
ポイント費用  l10円
(不課税)

売上   10,000円
未払金    110円
仮受消費税  1,000円



は
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
施
行
後
、
国
税

庁
か
ら

「
レ
シ
ー
ト
に
基
づ
く
処
理

例
」
が
公
表
さ
れ
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
後
述
し
ま
す
。

法
人
税
の
処
理

後
編
で
解
説
す
る
自
社
発
行
ポ
イ
ン

ト
制
度
の
場
合
は
、
収
益
認
識
基
準
を

適
用
し
た
ほ
う
が
益
金
の
繰
廷
べ
に
な

る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

し
か
し
、
共
通
ポ
イ
ン
ト
制
度

で

は
、
収
益
認
識
基
準
を
適
用
せ
ず
に
、

国
税
庁
の
仕
訳
例
の
よ
う
に
処
理
を
し

て
も
、
法
人
税
の
所
得
金
額
に
影
響
は

あ
り
ま
せ
ん
。

そ
の
た
め
、
中
小
企
業
に
お

い
て

は
、
国
税
庁
の
仕
訳
例
に
則

っ
た
処
理

（仕
訳
例
２
）
を
選
択
し
て
問
題
な
い

と
思
わ
れ
ま
す
。

‐‐‐‐

消
費
税
の
処
理

加
盟
店
Ａ
の
商
品
販
売
時
、
ポ
イ
ン

ト
運
営
会
社
Ｂ
へ
の
ポ
イ
ン
ト
相
当
額

の
支
払

い
時
、
受
領
時
に
つ
い
て
は
、

消
費
税
法
は
収
益
認
識
基
準
の
影
響
を

受
け
ま
せ
ん
の
で
、
前
述
の
会
計
処
理

例

（仕
訳
例
２
、
３
①
、
３
③
）
の
と

お
り
で
問
題
あ
り
ま
せ
ん
。

ポ
イ
ン
ト
費
用
の
支
払
い
は
不
課
税

と
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
す
が
、
こ
れ

は
、
「
加
盟
店
Ａ
が
ポ
イ
ン
ト
を
発
行

し
た
が
、
実
際
に
管
理
し
て
い
る
の
は

ポ
イ
ン
ト
運
営
会
社
Ｂ
で
あ
り
、
加
盟

店
Ａ
は
そ
の
た
め
の
お
金
を
ポ
イ
ン
ト

運
営
会
社
Ｂ
に
支
払

っ
た
」
と
考
え
れ

ば
理
解
し
や
す
い
と
思
い
ま
す
。

な
お
、
こ
の
処
理
例

の
注
意
書

で

は
、
「
加
盟
店
Ａ
と
ポ
イ
ン
ト
制
度
の

運
営
会
社
Ｂ
社
と

の
取
引
に

つ
い
て

は
、
対
価
性
が
な
い
こ
と

（消
費
税
不

課
税
）
を
前
提
と
し
た
処
理
と
し
て
い

る
」
と
さ
れ
て
い
ま
す
。

し
か
し
現
在
、
こ
の
ポ
イ
ン
ト
費
用

の
支
払
い
部
分
が
、
課
税
取
引
と
さ
れ

て
い
る
ケ
ー
ス
が
散
見
さ
れ
ま
す
。
こ

れ
は
、
そ
の
支
払
い
の
性
格
が
、
シ
ス

テ
ム
利
用
料
等
の
役
務
提
供
の
対
価
と

し
て
の
性
質
を
有
す
る
か
ら
、
と
い
う

判
断
の
よ
う
で
す
。
ポ
イ
ン
ト
運
営
会

社
と
の
契
約
書
や
明
細
書
等
も
十
分
確

認
し
つ
つ
、
適
正
な
処
理
を
し
て
い
き

〓
ド
し
ょ
つヽ
。

次
に
、
ポ
イ
ン
ト
使
用
時
の
売
手
側

の
消
費
税
の
処
理
で
す
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
、
「
ポ
イ
ン
ト
利
用
額
を
含
め

な
い
金
額
が
消
費
税
の
課
税
対
象
で
あ

る
」
と
い
う
見
解
も
あ
り
ま
す
。

し
か
し
国
税
庁
の
処
理
例
で
は
、
ポ

イ
ン
ト
利
用
額
も
含
め
た
総
額
が
、
消

費
税
の
課
税
対
象
で
あ
る
と
示
さ
れ
て

い
る
の
で
、
そ
れ
に
従

っ
て
問
題
な
い

と
思
わ
れ
ま
す

（仕
訳
例
３

②
Ａ
）
。

ま
た
、
ポ
イ
ン
ト
使
用
時
の
買
手
側

の
処
理
で
す
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
、

国
税
庁
が
示
し
た

「
レ
シ
ー
ト
に
基
づ

く
処
理
例
」
（税
込
経
理
方
式
）
が
公

表
さ
れ
て
い
ま
す

（図
表
２
）
。

国
税
庁
の
処
理
例

（仕
訳
例
３

②

Ｂ
）
で
は
、
ポ
イ
ン
ト
を
含
ん
だ
総
額

で
消
費
税
を
認
識
す
べ
き
と
い
う
こ
と

が
示
さ
れ
て
い
ま
し
た
。

し
か
し

「
レ
シ
ー
ト
に
基
づ
く
処
理

例
」
で
は
、
受
け
取

っ
た
レ
シ
ー
ト
に

従

っ
て
仕
入
税
額
控
除
額
を
計
算
す
べ

き
で
あ
る
、
と
示
さ
れ
て
い
ま
す
。

こ
こ
に
矛
盾
を
感
じ
る
か
も
し
れ
ま

せ
ん
が
、
イ
ン
ボ
イ
ス
制
度
が
前
提
に

あ
る
以
上
、
買
い
手
と
し
て
は
、
こ
の

レ
シ
ー
ト
方
式
に
従

っ
た
処
理
が
実
務

に
則

っ
た
も
の
で
し
ょ
う
。

な
お
こ
と
し
８
月
末
現
在
、
フ
ァ
ミ

リ
ー
マ
ー
ト
は

「
ポ
イ
ン
ト
値
引
き
」

の
レ
シ
ー
ト
を
、
セ
ブ
ン
イ
レ
ブ
ン
や

ロ
ー

ソ
ン
は

「
ポ
イ

ン
ト
支
払

い
」

の
レ
シ
ー
ト
を
発
行
し
て
い
ま
す
。

源
泉
所
得
税
の
処
理

（経
費
精
算
時
の
注
意
点
）

法
人
の
カ
ー
ド
に
た
ま

つ
て
い
た
ポ

イ
ン
ト
を
従
業
員
な
ど
が
個
人
的
に
使

っ
た
り
、
従
業
員
な
ど
が
個
人
的
に
た

め
て
い
た
ポ
イ
ン
ト
を
法
人
の
た
め
に

使
用
し
た
場
合
の
課
税
関
係
を
整
理
し

ま
し
よ
う
。

＞

法
人
の
ポ
イ
ン
ト
を

１

■
く

従
業
員
が
プ
ラ
イ
ベ
ー
ト
で
使
用

こ
の
場
合
は
、
「
法
人
が
ポ
イ
ン
ト

IIIIIIII

仕訳例3

IIIIIIII

IIIIIIIIIIIII

III11lIIIIIII

①黎野傷(理蠣埋斎雄私ぃ

に)ポイントの使用時
加盟店Aが会員に220円 (税込)の商品を販売。
会員が110ポイントを使用して決済

A.売手(加盟店A)

B.買手(会員)

③
加盟店Aが会員が使用した

ポイント相当額を8社から受領

借 方 貸 方

未払金   110円 現金等   110円

借 方 貸 方

現金等

未収金

110円

110円

売上

仮受消費税

200円

20円

借 方 貸 方

消耗品費

仮払消費税

200円

20円

現金等

雑収入

110円

110円

借 方 貸 方

現金等   110円 未収金   110円

を
受
け
取
り
そ
の
分
を
従
業
員
に
給
与

と
し
て
支
払
い
、
従
業
員
が
プ
ラ
イ
ベ

ー
ト
で
利
用
し
た
」
と
考
え
ま
す
。

法
人
の
仕
訳
は
、
借
方
が

「給
与
」
、

貸
方
が

「雑
収
入
」
と
な
り
ま
す
。
こ

の
場
合
、
給
与
課
税
の
問
題
が
生
じ
る

の
で
注
意
が
必
要
で
す
。

ま
た
、
ポ
イ
ン
ト
を
利
用
し
た
の
が

役
員
で
あ

っ
た
場
合
は
、
借
方
が

「役

員
報
酬
」
、
貸
方
が

「
雑
収
入
」
と
な

り
ま
す
。

定
期
同
額
給
与
の
要
件
を
満
た
さ
な

い
こ
と
か
ら
、
役
員
報
酬
が
損
金
不
算

入
と
な
り
、
法
人
税
等
が
増
加
す
る
恐

れ
が
あ
り
ま
す
。

，

従
業
員
の
ポ
イ
ン
ト
を

物
学
法
人
が
利
用
し
た
場
合

こ
の
場
合
は
、
「
個
人
が
ポ
イ
ン
ト

を
受
け
取
り
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
を
法
人

が
利
用
し
た
」
と
考
え
ま
す
。

法
人
の
仕
訳
は
、
借
方
が

「経
費
」
、

貸
方
が

「雑
収
入
」
と
な
り
ま
す
。

従
業
員
側
の
仕
訳
は
、
貸
方
が

「法

人

へ
の
寄
付
」
、
貸
方
が

「
一
時
所
得

等
」
と
な
る
で
し
ょ
う
。

た
だ
、
こ
の
場
合
、
従
業
員
の
ポ
イ

ン
ト
部
分
を
、
従
業
員
に
現
金
で
支
払

う
の
が
、
簡
単
な
解
決
策
だ
と
思
わ
れ

ま
す
。

こ
う
す
る
こ
と
で
、
法
人

の
仕
訳

は
、
借
方
が

「
経
費
」
、
貸
方
が

「
現

金
」
、
従
業
員
側
の
仕
訳
は
、
借
方
が

「
現
金
」
、
貸
方
が

「
一
時
所
得
等
」
と

な
り
、
す

っ
き
り
し
ま
す
。

従
業
員
側
で
は
、　
一
時
所
得
や
雑
所

得
等
と
さ
れ
、
課
税
関
係
が
生
じ
る
心

配
も
あ
る
か
と
思
わ
れ
ま
す
が
、　
一
時

所
得
で
あ
れ
ば
年
間
で
５０
万
円
の
足
切

り
が
あ
る
な
ど
、
課
税
上
問
題
に
な
る

こ
と
は
ま
れ
で
し
ょ
う
。

使
い
、
そ
も
そ
も
ポ
イ
ン
ト
の
た
ま

っ

た
要
因
が
ミ
ッ
ク
ス
さ
れ
て
い
る
ケ
ー

ス
も
多

い
と
思
い
ま
す

（法
人
で
使

っ

た
分
は
、
そ
の
都
度
、
精
算
し
て
い
る

も
の
と
し
ま
す
）
。

こ
の
場
合
、
ポ
イ
ン
ト
が
た
ま

っ
た

要
因
に
応
じ
て
、
そ
の
ポ
イ
ン
ト
が
法

人
の
も
の
か
個
人
の
も
の
か
を
特
定
し

た
う
え
で
、
課
税
関
係
を
整
理
す
る
必

要
が
あ
り
ま
す
。

実
務
的
に
は
、
貯
ま

っ
た
要
因
を
特

定
し
き
る
こ
と
は
難
し
い
と
思
わ
れ
ま

す
が
、
ω
、
②
の
基
本
的
な
考
え
方
に

基
づ
い
て
、
経
理
処
理
を
進
め
て
い
た

だ
け
れ
ば
と
思
い
ま
す
。
　
　
　
　
０

図表2 レンートの表示別の仕訳例等

【共通ポイントの使用に係る経理処理】

事業者が備品等を購入する際にポイントを使用した場合

の経理処理は、次のいずれかの方法が考えられます。

1値引処理

ポイント使用後の支払金額を経費算入する処理

2両建処理

ポイント使用前の支払金額を経費算入するとともに、

ポイント使用額を雑収入に計上する処理

(ポイント値引き)  (ポイント支払い〉

参考 :キヤツシュレス消費者還元事業における「RB時充当」

コンビニエンスストア等が実施する「R口 時充当」は、一般的

には、上記(ポイント支払い〉レシートの「0●ポイント支払

い」が「キャッシュレス還元額」と表示されますが、この場合

でも経理処理は変わりません。

◎ 仕訳例 次のしザれかで経理(税込経理方式)

(値引処理〉

(両建処理〉

各取引のう肖費税率ごとの区分経理は、次の処理が考えられます。

(ポイント値引き)の場合の消費税の処理

(ポイント支払い)の場合の消費税の処理

※ 消費税の仕入税額控除の適用を受けるためには、区分経理に対応した

帳簿および適格請求書等の保存が必要となります。

出典  国税庁ホームベージ タツクスアンサー (よくある税の質問)資料より作成

43

〔田〕嗣う誌畔ゆ唯ックスしてぃる

１
枚
の
カ
ー
ド
を
、
法
人
と
個
人
で

し
ぶ
や

の
り
ひ
こ

一
般
企
業
、
税
理
士
事
務
所
勤
務
を
経
て
２
０
０
７
年
税
理
士
事
務
所
開
業
。
社
会
保
険
労
務
士

事
務
所
も
併
設
し
、
会
計
、
税
務
、
労
務
、
Ｉ
Ｔ
の
ワ
ン
ス
ト
ッ
プ
の
対
応
を
強
み
と
し
て
い
る
。

;子孫」デ1員 路I ttI日

8%,イ カウ
(内 消費税

10。/る ,イ ンュウ

1000日

540肩

40B)
550円

30円 )

▲21円

1.069日

レシート

東京都…
20XX年 10月 XX日 (■)「 0:45

(内 消費税

●●ポイント支払い

現金支払い
■部は軽減税率対象品目

合 計

現金支払い
本印は軽減税率対象品目

1,069向

東京都
201X年 10月 XX日

ダ為 す
1零

ポイント値,I

合  計

540
550

540R
550円

▲21円

1,069円

8ウるタインョウ   530円
(内 消費税  39円 )

10%タ インョウ   539日
(内 消費税  49円 )

レシート

借 方 貸 方

消耗品費  1,069円 現金 1,069円

借 方 貧 方

消耗品費  1,090円
雑収入

1,069円

21円

現金

借 方 貸 方

消耗品費
(8%対 象)

530円

539円消耗品費
(10%対象)

現金 1,069円

借 方 貸 方

消耗品費
(10%対象 )

540円

550円

消耗品費
(8%対象 )

雑収入
(消費税不課税)

1,069円

21円

現金


